
 

令和２年の NPO 法改正（令和３年６月９日施行）により、認定（特例認定）特定非営利活動法人の毎

年度の提出書類である役員報酬規程等提出書の内容に変更があります。書類作成の際には、お手数ですが、

東京都 NPO ポータルサイトより新様式・書式をダウンロードの上、作成をお願いします。 
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/houjin/npo_houjin/documents/form/0000001185.html 

 

 

問合せ先 

東京都生活文化局都民生活部管理法人課 NPO 法人担当 

（TEL）０３－５３８８－３０９５ 

 

既に都に提出している役員報
酬規程及び職員給与規程の内
容に変更がない場合、提出は不
要になりました。 
提出しない場合は、最後に提出
した事業年度を記載してくだ
さい。 

『役員等に対する報酬又
は給与の支給』欄が追加に
なりました。 

『資産の譲渡等に係る事業の
料金、条件その他その内容に関
する事項』の書類の提出は不要
になりました。（項目が削除さ
れています。） 
都への提出はしないようにし
てください。 

新第 20 号様式 

●上記変更に伴い、『特定非営利活動促進法第 54 条第 2 項第 3 号に定める事項を記載した書類』（書式第 17 号）

及び『認定基準等チェック表（第 5 表）』（書式第 13 号）も内容に変更がありますので、新書式をダウンロード

して作成ください。 

●その他の法改正の内容については、内閣府 NPO ホームページをご覧ください。 

https://www.npo-homepage.go.jp/ 

 

 

 

 

 

主な変更点 
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